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医政発 0531第 1号
平成 24年 5月 31日

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について (施行通知)

医療法 (昭和 23年法律第 205号 。以下 「法」とい う。)第 6条の 3第 5項
及び第 12条の 2第 2項の規定による公表の方法等に関して、「義務付け・枠付
けの更なる見直しについて」 (平成 23年 11月 29日 閣議決定)や、医療情報
の提供のあり方等に関する検討会における議論等を踏まえ、「医療法施行規則の

一部を改正する省令」 (平成 24年厚生労働省令第 86号。以下「改正省令」と
い う。)に より、下記のとおり、医療法施行規則 (昭和 23年厚生省令第 50号。
以下 「規貝J」 という。)の一部の改正が行われました。
改正省令については(平成 24年 5月 31日 に公布 され、同日から施行 され
たところであるため、貴職におかれましては、制度の趣 旨を御了知いただくと

ともに管下の医療機関に周知していただくよう御願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 245条 の 4第
1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

記

.改正の概要
(1)医療機能情報の公表方法の見直し
法第 6条の 4第 1項及び第 2項の規定により病院等の管理者から当該病

院等の所在地の都道府県知事に報告された情報については、同条第 5項の規

定により、これまで

①インタ∵ネット 及び
②書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置
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の映像面に表示する方法

によつて公表することとされてきたところであるが、地域主権改革の推進の

観点から、その公表方法のうち、インタ‐ネット以外のものについては、都

道府県の裁量の下、適切な方法で行えるように規定を見直す。 (規則第 1条

の4関係)

(2)地域医療支援病院が提出する業務に関する報告書の公表方法の見直し
法第 12条の 2第 1項の規定により地域医療支援病院の開設者から都道
府県知事に提出された報告書については、同条第 2項の規定によりこれまで

①インターネット 及び
②書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置

の映像面に表示する方法

によって公表することとされてきたところであるが、地域主権改革の推進の

観点から、その公表方法のうち、ィンターネット以外のものについては、都

道府県の裁量の下、適切な方法で行えるように規定を見直す。 (規則第 9条
の2第 3項関係)

(3)持分の定めのある医療法人同士の合併によつて新設された医療法人の持
分の定めに関する改正

合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人であつて、合併

によつて設立する医療法人の定款又は寄付行為において残余財産の帰属す
べき者に関する規定を設けるときは、「良質な医療を提供する体制の確立を

図るための医療法等の一部を改正する法律」 (平成 18年法律第84号)附
則第 10条第 2項の趣旨を踏まえ、法第44条第 5項の規定に従うこととす
るための所要の改正を行う。 (規則第 35条第 2項関係)

2.関係する通知の改正
(1)「医療機能情報提供制度実施要領について」 (平成 19年 3月 30日 医政
発 0330013号 厚生労働省医政局長通知)の一部を以下のとおり改正
すること。

4(3)② 中「紙媒体又は備え付けのインターネット端末により」を「適
切な方法により」に改め、「、インターネット及び紙媒体又は備え付けのイ

ンターネット端末以外に」を削る。

(2)「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正す

る法律の一部の施行について」(平成 19年 3月 30日 医政発 033001



0号厚生労働省医政局長通知)の一部を以下のとおり改正すること。
第六の 1(9)②中「(以下「新法人」という。)」 を削り、「医療法人であ
る場合には」の下に「、合併後存続する医療法人については」を加え、「新

法人の」を削る。

(3)「医療法人制度について」 (平成 19年 3月 30日 医政発0330049
号厚生労働省医政局長通知)の一部を以下のとおり改正すること。
第一の3(6)中 「合併後においても」を「合併後存続する医療法人に
ついて」に改める。

以上


